
浦 田吉彦議員 に対す る議員辞職勧告決議 (案 )

我 々嘉麻市議会議員 は、議員 として市民か ら負託 を受 けた立場 と職

責 を十分 に認識 し、法令 、条例 を遵守 し、良識 をもつて市民の模範 と

なるよ う行動 しな けれ ばな らない。

しか し、浦 田吉彦議員おいては、平成 21年 12月 定例会 にお ける一

般質問で、住宅新築資金 の滞納 が発覚 し、同年 12月 18日 に新聞報道

がな され ま した。

当時、浦 田議員 は、民生文教委員長 を していま したが、この事実 を

受 け、同年 12月 23日 、委員会で「委員長 の適格性 に欠 ける」として、

全会一致 で委員長 の不信任案 が可決 され 、委員長辞任 を余儀 な くされ

ま した。

また、平成 23年 の資産等報告書では、政治倫理審査会か ら、国民

年金 の未納 が指摘 され 、同審査会 が浦 田議員本人 に確認 した ところ、

「国民年金への加入 が義務 であるとわか らなかったので、手続 きを し

なかった。」 との回答 がな されています。

この年 の政治倫理審査会 の意見書 では、「市民の信頼 に応 えるべ き

立場 の者 として倫理 に反す る。倫理性 と高潔性 の 自覚 を求 める。」 と

指摘 されています。

さらには、1年経過 した平成 24年 の資産等報告書 において も、浦 田

議員 は、国民健康保 険料 の納付状況 の報告義務 を怠 る とい う、政治倫

理条例第 9条 の規定に違反 してい るばか りか、保険料 の納入 の有無 を

問 う審査会 の質問状 にも期 限内に回答がな され ていませ ん。

また、 9月 に入 り、市民 63名 か ら浦 田吉彦議員が政治倫理条例違

反 を してい るとして、政治倫理審査会 に審査請求書が提 出 されてお り、

その請求代表者 か らは、議長 に対 して も議会 の 自浄作用 を求める要望

書が提 出 され ま した。

それ を受 け、議会サイ ドで浦 田議員本人 に確認 し、国民年金の力日入

状況等 が報告 され ま した。浦 田議員 は国民年金 に加入 してい る状態で

あ り、保険料 は 2年 間未納 となってお りま したが、9月 21日 には、 9

月 20日 付 けで、現段階で支払い可能 な 2年分 の納付がな された 旨の

報告 がな され ま した。 また、平成 24年 10月 か らは法改正 もあつて、

過去 10年 間に遡 つて保険料 の支払いができるよ うにな り、分割納付

の手続 きを した との報告 がな されてお ります。

この ことは、昨年 、政治倫理審査会が年金未納 を指摘 した時に、浦

田議員本人が審査会 に 「加入 が義務 である とわか らなかったので、手



続きをしなかった。」と回答 したことは、信憑性に欠けるものであり、

また、平成 23年の審査会意見書の指摘事項を反故にし、この 1年 間

所定の年金手続きをとらぬまま過 ごし、法で定められ、社会人 として

当然の義務である年金の納付がなされてお らず、誠意や反省の行動 さ

えうかがえず、言語道断であ り、その責任は重大であ ります。

よつて、本市議会は、法や条例に違反 し、政治倫理審査会に誠意の

ない報告をし、浦田吉彦議員の支持者をも裏切 り、さらには市民の皆

さんの議会に対す る信頼を著 しく失墜 させ る行動をとつた浦 田吉彦

議員に対 し、その自らの責めを負つて、道義的、社会的な責任を感 じ、

自らの意思により直ちに議員の職を辞することをここに勧告する。

以上、決議するd
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